
 

 

平成２２年度衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成金のご案内 

 

 

標記の件につきまして、事故防止の一環として、今年度も衝突被害軽減ブレーキ装置導

入に係る費用に対して一部助成を実施することになりました｡ 

つきましては、下記条件により別紙要綱に基づき実施しますので、ご案内いたします。 

 

 

１．申 請 期 間  平成２２年５月１０日（月）～平成２３年２月２８日（月） 

（土・日曜日、祝日は除く） 

※但し、平成２２年３月１日(月)から平成２３年２月２８日(月)ま

でに装着及び支払いが完了しなければならない。 

 

２．予算及び対象台数・対象車両 

車両総重量８トン以上の事業用貨物自動車 

全ト協助成  ７，３３７万円  １，３３４台 

栃ト協助成．．．．．９０万円．．．．．３０台 

 

３．助 成 金 額  全ト協助成額 車両１台当り ５５,０００円 

３．助成金額    栃ト協助成額 車両１台当り ３０,０００円 

※上記期間内であっても、予算枠に達した場合は、その時点までと

する。 

 

４．助成対象装置  衝突被害軽減ブレーキ装置とは、改正「前方障害物衝突軽減制動装

置の技術指針」（平成１７年１１月１５日・国自技第１８１号）に

適合した装置であること。 

 

５．申 請 要 領  別添の様式Ｇ｢衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成金交付請求書｣に

必要事項を記入し､①導入した車両の車検証の写し、②領収書の写し

（※リースの場合は、リース契約書の写し）（車体番号及び登録番

号が記載されたもの）また、装置を取付けた車両については、メー

カーから全ト協へ車体番号が報告されることとなっています。 

 

６．注 意  ①会員所有の県内営業ナンバーの車両であること。 

②助成金は新たに導入した装置に対して行う。 

 

 

[問合せ先] (社)栃木県トラック協会 適正化事業部 

       TEL028-684-5882 FAX028-684-5889 



平成２２年度 

衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成金交付要綱 
 

平成２２年 ４月 １日制定 

社団法人 栃木県トラック協会 
 
 
（目  的） 
第１条 この要綱は、全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）栃木

県トラック協会（以下「栃ト協」という。）が行う、事業用トラック
の追突事故を削減するために、車両総重量８トン以上の事業用貨物自
動車に係る衝突被害軽減ブレーキ装置（以下「装置」という。）の導
入に対する助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要
な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進する事を目的とする。 

 
 
（対象装置） 
第２条 助成の対象となる装置は、次に掲げる基準に適合するものに限る。 

改正「前方障害物衝突軽減制動装置の技術指針」（平成１７年１１
月１５日・国自技第１８１号）に適合した装置であること｡ 

 
 
（助成対象） 
第３条 助成の対象は、装置の装着を行った会員事業者とする。 

２ 会員事業者（以下「事業者」という。）は、助成金を申請する時点
で栃ト協に加入している事業者を言う。 

３ 但し、栃ト協会費等の未納がある事業者は、その限りではない。 
 
 
（助成交付額） 
第４条 交付する助成金額は、事業者が新たに装着した第２条及び第３条の

要件を満たした車両に対して１台あたり８.５万円とする。 
２ 前項の取得価格には、消費税を含めない。 

 
 
（助成交付額内訳） 
第５条 助成交付の内訳については､全ト協５.５万円/台､栃ト協３万円/台

とする。 
 
 
 (助成金交付請求） 
第６条 事業者は栃ト協に対して様式Ｇ「衝突被害軽減ブレーキ装置導入助

成金交付請求書」により、助成金の交付を請求するものとする。 
 
 
（助成金交付対象期間） 
第７条 前条の助成金交付対象期間を平成２２年３月１日から平成２３年２

月２８日までとする。 
２ 買取り及びリースいずれについても事業者が平成２２年度に新たに
導入した装置については助成対象とする。 

 
 



（助成金の交付） 
第８条 第７条の請求事業者に対し平成２３年３月末日までに助成金を交付

する。 
 
 
（助成金の返還） 
第９条 事業者は、関係法令等に従い、善良な管理者の注意をもって、導入

した装置を管理しなければならない。 
２ 事業者又は交付の対象となった装置が、次に掲げる各号のいずれか
に該当するときは、栃ト協は事業者に対して期限を定めて、その返還
を求めることが出来る。但し、当該装置が装着の日から起算して４年
を経過したとき以降に発生したものについては、この限りではない。 
１）助成金の申請内容もしくはこれに付した条件、その他法令もしく

はこれに基づく処分に違反したとき。 
２）事故又は火災等により当該装置が使用できなくなったとき。 
３）差し押さえ又は競売等により当該装置が使用できなくなったとき。 
４）事業者が栃ト協を脱会したとき。 

３ 事業者は、第２項に掲げる各号に該当する事実が明らかになった時
点で、その内容を遅滞なく栃ト協に報告しなければならない｡ 

 
 
（財産の処分制限） 
第10条 事業者は、交付対象となった装置が装着の日から起算して４年を経

過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は
担保（以下「処分」という。）に供してはならない。但し、あらかじ
め栃ト協の承認を得た場合はこの限りではない。 

 
 
（雑  則） 
第11条 栃ト協は､助成金の交付に関して必要な報告を求めることができる｡ 
 
 
（附  則） 
第１条 本交付要綱は平成２２年４月１日より適用する。 
 
第２条 助成金の送付に係わる送金手数料は、事業者負担とする。 



様式Ｇ 

平成  年  月  日 

（社）栃木県トラック協会 

 会 長 関 谷 忠 泉 殿 

 

住 所 

氏名又は名称 

代表者氏名                 ○印 

 

衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成金交付請求書 
 

 衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成金交付要綱第６条の規程に基づき、関係書類を添え

て助成金の支払い請求をします。 

 

１．交付請求額     金                円 

 

番号 登録番号 車体番号 型  式 導 入 日 

１     

２     

３     

※対象車両が３両以上になった場合は用紙をコピーして下さい。 

 

助成額：８５,０００円×    両＝            円 

 

２．添付書類  ①車検証の写し ②領収書の写し（リースの場合、リース契約書の写し） 

 

３．助成金振込先口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者氏名：        TEL：           FAX： 

 

整理番号 G- 

 

銀 行 名 銀行 

支 店 名 支店 

預金種目 普通       当座      

口座番号  

口座名義 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 




